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１．情報公表未報告減算について

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の
推進を図る観点から、令和６年４月から情報公表未報告減算が新設されるこ
ととなりました。

・ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（厚生労働
省）P16
・ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1（厚生労
働省）P9
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詳細は上記のURLをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf


２．提出書類について

指定更新や実地指導の際の事前提出資料として、『「障害福祉サービス等情
報公表システム（WAMネット）」の事業所情報編集画面』の印刷をお願いし
ております。

操作方法については、次ページ以降を参考にしてください。
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必須項目※をすべて入力したうえで、印刷をお願いいたします。
※ 「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」の別添１及び別添２の項目

入力がもれている場合、報告をしていたとしても減算の対象になります。



障害福祉サービス等情報公表システムにログインするには、以下に示す
本システムの URL を Web ブラウザに入力します。

【ログイン画面 URL】

本システムのログイン画面が表示されますので、ログイン ID とパスワー
ドを入力します。

https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/

３．印刷方法について
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https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/


ログインIDがわからない場合は、県障害福祉課までお問い合わせください。
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『事業所情報の照会・編集を行う』をクリック
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事業所名を入力して『検索』をクリック
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事業所・施設名称に表示されている事業所名をクリック
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赤枠で囲んでいる各カテゴリの入力画面（計６種類）をすべて印刷して提出してください。
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それぞれのカテゴリを選択した後に、右クリックして印刷のうえ、提出してください。
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<提出物の見本>

合計６カテゴリを印刷いただくことになります。
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４．事業所情報の編集について

事業所情報の編集方法については、ホーム画面から操作説明書をダウンロードしてください。


